
広報すみた  平成21年7月25日（６）

　　　　　現　　　　　　　在  　 種　　別

就学前（０～６歳）　所得制限あり
受　給
対象者　乳

　幼
　児

３歳未満と町民税非課税者はなし
３歳以上町民税課税者は１医療機関あたり
入院・外来ともに月５００円

自　己
負　担

①身障手帳…１・２級
②特別児童扶養手当…１級
③障害者基礎年金…１級
④療育手帳…Ａ

受　給
対象者

重　度
心　身
障害者

入院…月５０００円　外来…月１５００円
町民税非課税者と３歳未満はなし

自　己
負　担

①配偶者のない女子とその者の扶養を受け
ている１８歳未満の児童
②父母のない１８歳未満の児童

受　給
対象者　母

　子
　家
　庭

入院…月５０００円　外来…月１５００円
３歳未満と町民税非課税者はなし
３歳以上就学前までの町民税課税者は１医
療機関あたり入院・外来ともに月５００円

　自
　己
　負
　担

医療費の助成なし

受　給
対象者

　○新 
子育て
支　援 自　己

負　担

医療費の助成なし

受　給
対象者

　○新 
父　子
家　庭 自　己

負　担

　　　　　　８月１日以降～  

○改 所得制限なし

○改 自己負担なし
※受給者証を交付されていない乳幼児は申
請手続きが必要。

同左

○改 小・中学生は自己負担なし
※申請手続きが必要（小中学生のみ）

同左

○改 子については中学生まで自己負担なし
※町民税課税者の自己負担分については申
請手続きが必要（小中学生のみ）

本町に住所を有する就学児童（小中学生）

自己負担なし
※所得制限なし、申請手続きが必要
配偶者のない男子とその者の扶養を受けて
いる１８歳未満の児童　※申請手続きが必要

母子家庭に準じる

※妊産婦については今回の改正はありません。
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本
町
で
は
、
乳
幼
児
や
妊

産
婦
、
重
度
心
身
障
害
者
、

母
子
家
庭
に
対
し
て
、
病
院

な
ど
に
通
院
し
た
と
き
の
医

療
費
（
一
部
負
担
金
）
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
医
療

受
給
者
証
を
交
付
し
て
い
ま

す
。

　

受
診
す
る
と
き
に
、
医
療

機
関
へ
受
給
者
証
と
医
療
費

給
付
申
請
書
を
提
出
す
る
こ

と
で
、
医
療
費
が
役
場
か
ら

償
還
払
い
さ
れ
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。

▽
乳
幼
児
、
妊
産
婦
、
重
度

心
身
障
害
者
、
母
子
家
庭
は

今
ま
で
ど
お
り
の
申
請
手
続

き
で
、
受
給
者
証
が
交
付
さ

れ
ま
す
。

▽
子
育
て
支
援
（
小
中
学
生

対
象
）、父
子
家
庭
に
は
受
給

者
証
は
あ
り
ま
せ
ん
が
申
請

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

８
月
診
療
分
以
降
の
領
収

書
は
一
月
分
ご
と
に
ま
と
め

印
鑑
と
申
請
書
、
保
護
者
の

振
込
先
の
通
帳
を
持
参
の
う

え
、
町
民
生
活
課
に
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。

る
に
は
扶
養
手
当
の
受
給
者

に
な
る
こ
と
が
前
提
）
を
実

施
し
ま
す
。
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町
民
生
活
課  
国
保
医
療
係
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内
線
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３
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今
回
の
改
正
で
、
生
ま
れ

て
か
ら
中
学
校
を
卒
業
す
る

ま
で
、
子
ど
も
の
医
療
費
が

無
料
に
な
り
ま
す
。（
子
育
て

支
援
策
）。

　

ま
た
、
父
子
家
庭
に
も
母

子
家
庭
と
同
じ
医
療
費
助
成

（
父
子
家
庭
の
助
成
を
受
け
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

※○改 が今回の改正、○新 が新しく始まる助成です。
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（７）平成21年7月25日　広報すみた

○除間伐（林齢１１～３５年まで）
○枝打ち（林齢１１～３０年まで）
○間伐（伐りすて、林齢３６～５０年まで）
にかかる事業費の全額（国・県の補助を含む）を補助します。
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������：各補助金の申請は…産業振興課　林政係　�４６-３８６１（内線３２２）
　　　　　　　ＦＳＣ森林認証グループ会員の登録希望は…気仙地方森林組合　�４６-２６２１
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◇お願い：補助金の申請は事業の実施前にお願いします。
　　　　　補助事業完了後の一定期間は、用途変更や皆伐のない森林を申請してください。　
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　作業道・搬出道を開設した施業地・町有林施業地・町単独補助事業による施業地に隣接する整
備の遅れている森林の間伐に１ ha当たり７０,０００円以内を補助し、団地化して山の価値を高めます。

　町と契約している分収造林地（林齢３６～５０年まで）
の間伐に１ ha当たり７０,０００円以内を補助します。
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ＦＳＣ森林認証林の間伐（林齢３６年以上）に
１ ha当たり７０,０００円以内を補助します。
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ＦＳＣ森林認証林
　新植に１ ha当たり１５０,０００円以内を補助します。
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※平成２１年度から新植が補助対象となりました。

◆作業道の新設・改良・災害復旧に事業費の２分の１以内
◆間伐の集材に必要な簡易作業道の新設に１ｍ当たり７００円以内
◆間伐の集材に必要な搬出路開設に１ｍ当たり４００円以内　　　　　　　　　　　を補助します。
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